
A．産業競争力の
強化 これからの取り組み

ハ．規制改革
・産学官連携による研究開
発・事業化等の推進
総合科学技術会議は、本年
6月、「産学官連携の基本
的考え方と推進方策」を決
定し、産学官連携の形態別
（技術移転、大学発ベン

チャー等）、分野別（ライ
フサイエンス、情報通信、
環境、ナノテクノロジー・
材料）の課題と具体的方
策、地域科学技術の振興、
産学官連携の観点から見た
大学改革、人材交流の活性
化等の基本的考え方を明ら
かにした。同推進方策に基
づ‘き、産学官連携のための
基盤形成・環境整備、企業
化につながる研究開発、研
究成果の円滑な移転・実用
化・事業化の支援などの取
組を積極的に推進する。

＜産学官連携＞
大学発ベンチャー創出支援、産学
官共同研究推進のためのマッチ
ングファンド、科学技術振興事業
団における特許の戦略的取得に
向けた事業など産学官連携を推
進する（平成15年度予算案8，150
百万円）。
＜重点4分野＞
・我が国の経済を活性化する観点
から、大学等での研究開発の成
果を活用し産早宮の技術力の活
用等により、実用化を視野に入れ
た研究開発プロジェクトを戦略的
に推進する「経済活性化のための
研究開発プロジェクト」を推進する
（平成15年度予算案14プロジェク
ト11．467百万円）。
＜地域科学技術＞
・都市エリア産学官連携促進事業
においては全国19地域で事業を
推進。
・3地域（東北、長野・上田、香川）
をはじめとした各地域において文
部科学省のr知的クラスター創成
事業」と経済産業省のr産業クラ
スター計画」の連携をはかるr地
域クラスター推進協議会」を開
催。

＜産学官連携＞
平成14年8月時点で453の大学発
ベンチャーが創出。
く重点4分野＞
・平成15年度政府予算案におい
て、重点4分野を中心に「経済活
性化のための研究開発プロジェク
ト」を計上するなど、メリハリのあ
る予算編成を実現。
＜地域科学技術＞
・知的クラスター創成事業、都市
エリア産学官連携促進事業にお
いては、産学官の共同研究等が
進捗。
・東北地域、長野・上田地域、高
松地域等においてr地域クラス
ター推進協議会」の開催が実現
し、省庁の枠を超えた施策のモデ
ルとなり得る。地域クラスター推進
協議会も合同成果発表会を開催
することにより、産業クラスター計
画との連携が進むとともに、東北
地方においては両事業の関係者
薬60名が参加する等、地域にお
ける産学官連携の機運が高まっ
た。

大学発ベンチャー創出支援、産学
官共同研究推進のためのマッチ
ングファンド、特許の戦略的取得
のための事業を引き続き実施。
＜重点4分野＞
「科学技術創造立国」の実現を目
指し、科学技術基本計画に沿っ
て、各種施策を着実に実施してい
く。

＜地域科学技術振興＞
・知的クラスター、産業クラスター
両事業の連携を深めるための地
域クラスター推進協議会、合同成
果発表会を各地域で開催。
・知的クラスター創成事業におい
て、6試行地域から3地域を本格
実施地域へ移行。
・都市エリア産学官連携促進事業
において、新規に9地域を選定。
・引き続き知的クラスター創成事
業と都市エリア産学官連携促進
事業の推進。
・知的クラスター創成事業におい
ては、平成16年度に厳正な中間
評価を実施。
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・産学連携を円滑化し、大 文部科学 ・大学発ベンチャーの国立大学の ・大学発ベンチャーの有償使 ・制度の周知を図ることによ
学発ベンチヤ」の創造を加 省 施設の有償使用が可能に（平成1 用について、既にいくつかの国 リ、制度の十分な活用を促す。
速化するため、以下のよう 4年6月）。 立大学で実施。 ・特区について地方自治体か
な規制改革を行う。 ・構造改革特別区域法が平成14

年度臨時国会で成立したことによ
り、国立大学等の国有施設・敷地
の使用要件等が緩和される予
定。

・学校教育法等を改正し、組織改
編の前後で授与する学位の種
類・分野に変更がない場合は、認
可不要とする等の設置認可の弾
力化を行った。

・「平成12年度以降の大学設置
に関する審査の取扱方針」（大学
設置・学校法人審議会大学設置
分科会長決定）における「大学、
学部の設置及び収容定員増につ
いては、抑制的に対応する」との
方針は撤廃した。

・大学設置審査に係る基準につい
て、それぞれ規定の必要性を吟
味し、整理を図るとともに一覧性
を高め、明確化を図る観点から、
原則として告示以上の法令で規
定。
さらに、大学設置基準等に規定さ
れている校地・校舎の面積基準

バ　　　　　　　　　ー　　　　　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　…

・構造改革特別区域法により、 ら申請があった際には出来る
大学設置認可の弾力化 ・

大学設置基準の緩和 （学校
教育法の改正 （臨時国会）
等）。

国立大学等の国有施設・敷地
の廉価使用の範囲の拡大、要
件の緩和が図られろこととなっ
た。

限り迅速に対応する。

国有施設使用要件の柔軟 文部科学 ・構造改革特別区域法が平 ・構造改革特別区域法により、 ・特区について地方自治体か
化 （構造改革特別区域法 （仮 省 成＿1 4 年度臨時国会で成立 国立大学等の国有施設・敷地 ら申請があった際には出来る
称）による研究交流促進法 したことにより、国立大学 の廉価使用の範囲の拡大、要 限り迅速に対応する。
の特例 （臨時国会日。 等の国有施設 ・一敷地の使用

要件等が緩和される予定。
件の緩和が図られることとなっ
た。

・大学等から民間企業への 文部科学′独立行政法人科学技術振興 独立行政法人科学技術振興
技術移転の迅速化を図るた 機構法案が平成 1 4 年度臨 機構が発足する平成15 年10
め、科学技術振奥事業団が
実施する委託開発事業に係

る認可等の手続きを廃止す
る（独立行政法人科学技術
振興機構法案 （臨時国会日

時国会で成立。 月より、委託開発事業にかか
る文科大臣の認可及び関係
大臣に対する協議が廃止とな
る。
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・大学等から民間企業への
技術移転の迅速化を図るた
め、科学技術振興事業団が
実施する委託開発事業に係
る認可等の手続きを廃止す
る触立行政法人科学技術
振興機構法案（臨時国会日

独立行政法人科学技術振興
機構法案が平成14年度臨
時国会で成立。

独立行政法人科学技術振興
機構が発足する平成15年10
月より、委託開発事業にかか
る文科大臣の認可及び関係
大臣に対する協議が廃止とな
る。

ホ．その他の制度改革
・産学官連携による研究開
発・事業化等の推進
総合科学技術会議は、本年
6月、「産学官連携の基本
的考え方と推進方策」を決
定し、産学官連携の形態別
（技術移転、大学発ベン

チャー等）、分野別（ライ
フサイエンス、情報通信、
環境、ナノテクノロジー・
材料）の課題と具体的方
策、地域科学技術の振興、
産学官連携の観点から見た
大学改革、人材交流の活性
化等の基本的考え方を明ら
かにした。同推進方策に基
づき、産学官連携のための
基盤形成・環境整備、企業
化につながる研究開発、研
究成果の円滑な移転・実用
化・事業化の支援などの取
組を積極的に推進する。

＜産学官連携＞
大学発ベンチャー創出支援、産学
官共同研究推進のためのマッチ
ングファンド、科学技術振興事業
団における特許の戦略的取得に
向けた事業など産学官連携を推
進する（平成15年度予算案8，150
百万円）。
＜重点4分野＞
・我が国の経済を活性化する観点
から、大学等での研究開発の成
果を活用し産学官の技術力の活
用等により、実用化を視野に入れ
た研究開発プロジェクトを戦略的
に推進する「経済活性化のための
研究開発プロジェクト」を推進する
（平成15年度予算案14プロジェク
ト11．467百万円）。
＜地域科学技術＞
・都市エリア産学官連携促進事業
においては全国19地域で事業を
推進。
・3地域（東北、長野・上田、香川）
をはじめとした各地域において文
部科学省の「知的クラスター創成
事業」と経済産業省の「産業クラ
スター計画」の連携をはかるr地
域クラスター推進協議会」を開

＜産学官連携＞
平成14年8月時点で453の大学発
ベンチャーが創出。
＜重点4分野＞
・平成15年度政府予算案におい
て、重点4分野を中心に「経済活
性化のための研究開発プロジェク
ト」を計上するなど、メリハリのあ
る予算編成を実現。
＜地域科学技術＞
・知的クラスター創成事業、都市
エリア産学官連携促進事業にお
いては、産学官の共同研究等が
進捗。
・東北地域、長野・上田地域、高
松地域等において「地域クラス
ター推進協議会」の開催が実現
し、省庁の枠を超えた施策のモデ
ルとなり得る。地域クラスター推進
協謹会も合同成果発表会を開催
することにより、産業クラスター計
画との連携が進むとともに、東北
地方においては両事業の関係者
薬60名が参加する等、地域にお
ける産早宮連携の棟運が高まっ
た。

く産学官連携〉
大学発ベンチャー創出支援、産学
官共同研究推進のためのマッチ
ングファンド、特許の戦略的取得
のための事業を引き続き実施。
＜重点4分野＞
「科学技術創造立国」の実現を目
指し、科学技術基本計画に沿っ
て、各種施策を着実に実施してい
く。

＜地域科学技術振興＞
・知的クラスター、産業クラスター
両事業の連携を深めるための地
域クラスター推進協言義会、合同成
果発表会を各地域で開催。
・知的クラスター創成事業におい
て、6言式行地域から3地域を本格
実施地域へ移行。
・都市エリア産学官連携促進事業
において、新規に9地域を選定。
・引き続き知的クラスター創成事
業と都市エリア産学官連携促進
事業の推進。
・知的クラスター創成事業におい
ては、平成16年度に厳正な中間
評価を実施。
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・産学連携を円滑化し、大
学発ペンチヤニーの創造を加
速化するため、以下のよう
な規制改革を行う。

大学設置認可の弾力化・
大学設置基準の緩和（学校
教育法の改正（臨時国会）
等）。

・大学発ベンチャーの国立大学の
施設の有償使用が可能に（平成1
4年6月）。
・構造改革特別区域法が平成14
年度臨時国会で成立したことによ
り、国立大学等の国有施設・敷地
の使用要件等が緩和される予
定。
・学校教育法等を改正し、組織改
編の前後で授与する学位の種
類・分野に変更がない場合は、認
可不要とする等の設置認可の弾
力化を行った。
・「平成12年度以降の大学設置
に関する審査の取扱方針J（大学
設置・学校法人審読会大学設置
分科会長決定）における「大学、
学部の設置及び収容定員増につ
いては、抑制的に対応する」との
方針は撤廃した。
・大学設置審査に係る基準につい
て、それぞれ規定の必要性を吟
味し、整理を図るとともに一覧性
を高め、明確化を図る観点から、
原則として告示以上の法令で規
定。
さらに、大学設置基準等に規定さ
れている校地・校舎の面積基準
等の緩和を図るとともに、学部レ
ベルでも授業を校舎等以外の場

・大学発ベンチャーの有償使
用について、既にいくつかの国
立大学で実施。
・構造改革特別区域法により、
国立大学等の国有施設・敷地
の廉価使用の範囲の拡大、要
件の緩和が図られることとなっ
た。

1制度の周知を図ることによ
り、制度の十分な活用を促す。
・特区について地方自治体か
ら申請があった際には出来る
限り迅速に対応する。
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A ．産 業競争 力

の強化

関係

府 省等
対応状 況 主 な成 果 課題 これ か らの 取 り組み

ホ ．そ の他 の制 度 改革

労働者のキャリア形成を支厚生労働省 ・平成1 3年1 0 月に、事 キャリア形成支援コーナー ①②これまでの取り組みを
接するため、キャリア形成 業主が、その従業員のキャリ における相談 ：251，402件 ふまえて、平成1 5年度以
促進助成金の創設、キャリ ア形成を支援するため、職業 （H14．12現在） 降も適切な制度運営に努め
ア形成支援コーナーの開設
110／1）を実施する。

訓練の実施、職業能力開発休
暇の付与、長期教育訓練休暇
制度の導入、職業能力評価の
実施、キャリア・コンサル
ティング機会の確保を行っ
た場合に助成するキャリア
形成促進助成金を創設し、
平成14年4月より支給開
始。

また、長期教育訓練休暇
制度導入奨励金の要件を拡
充予定。

ていく。
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A ．産 業 競 争 力

の 強 化

関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革

（戦略分野への選択と集中）
試験研究税制、汀・環境投資

財務省 ・総
務省 ・内閣

・平成15年度税制改正におい
て、研究開発減税として、試験

第156 回国会に、平成15年
度税制改正法案を提出。

①第15 6回国会において平成
15年度税制改正法案の今年

促進税制捨置の見直しを検 府 ・経済産 研究費の総額に係る特別税額 度内成立を図る。法案の成
討する。

（産業力強化のための汀化

業省・環境
省 ・厚生労
働省・文部

控除の創設、産学官連携の共
同研究・委託研究に係る特別
税額控除制度の創設、中小企

立・施行にあたっては、新しい
制度が国民に利用されるよう
政府広報等の手段によりPR・

促進）
IT投資促進税制措置の見直
しを検討する。

科学省 ・国
土交通省

業技術基盤強化税制の拡充
を行うとともに、設備投資減税
として、ソフトウェアを含む汀投
資促進税制・開発研究用設備
の特別償却制度の創設等を
実施することとしている。

情報提供を行う。

ハ ． 規 制 改 革

関係府省は、主要港湾にお 関係府省 食品衛生法に基づく輸入手 既存の事前届出制度の対象 財務省の執務時間外におけ 検疫所の今後の体制につい
ける24時間フルオープン化 続きついては、財務省の執 品目の拡大を図るととも る通関体制の試行の利用実 ては、財務省の執務時間外
の早期実現に向け行政を含 務時間外における通関体制 に、執務時間外における輸 態等の調査結果を見極めた における通関体制試行にお
めた関係者の取組を平成14 の試行開始にあたり、土曜 入手続きの要請に基づき、 今後の対応の検討が必要。 ける利用実態等の調査結果
年度より、一層促進すると 日、日曜日及び年末年始を そめ対応を行ったところで 等を見極めつつ、貨物到着
ともに、港湾物流の迅速化 含めたその積極的な協力を ある。 （利用実績 ：　平成 前に審査を行う既存の事前
等についても引き続き推進 図っているところである。 14年10月15日～　 平成15年1 届出制度による対応のほ
する。 月31日、18件） か、執務時間外における輸

入手続きを求める具体的な
要請に応じて、これに対応
する体制整備を積極的に行
う。
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ホ ．そ の他 め制 度改 革

総務省、厚生労働省、経済総務省、厚総務省、経済産業省、国土交通 総務省、経済産業省、国土交通 現在進めているヨ「テレワーク・SO ①「テレワーク・SOH Oの推進に
産業省、国土交通省は連携 生労働省、 省と連携して、rテレワーク・SOH 省と連携して実施した、rテレワー HOの推進によ多地域活性化のたよる地域活性化のための総合的

して、平成1 4 年度から、
情報通信環境の高度化、地
域コミュニティ形成、ビジ
ネス環境整備、就業条件の
確保を通じて、テレワー

経済産業
省、国土交
通省

0の推進による地域活性化のた ク・SO HOの推進による地域活性めの総合的支援方策検討調査」支援方策検討調査」の結果分析
めの総合的支援方策検討調査」仕のための総合的支援方策検討 の結果等を踏まえて、総務省、経 とテレワーク推進上の課題、支援
を実施し、テレワーク推進のため 調査」により、テレワーク人口及び済産業省、国土交通省と連携し のあり方等をまとめ、シンポジウ
の総合的な支援方策を検討して テレワーク推進上の課題等のテレて、テレワークを推進する上での ムで公表予定。
いる。 ワークの実態を明らかにしている課題と総合的な支援方策につい ②また、在宅勤務に伴う労務管理
また、テレワークの普及促進を図 ところ。 て検討していくことが必要である。上の様 な々問題を解消するため

ク・S O H O など多様な働 るため、以下の施策を行った。 また、テレワークの普及促進を園 また、適正なテレワークを推進す に、就労形態に即した労働時間
き方を支援する。 ・在宅就業者が様 な々仲介樵関 るための施策を通じ、適正なテレ る観点から今後とも、テレワーク 等の労働条件や職場としての環

を探し出し、自分に適した仕事を ワークの推進を図ったところ。 普及啓発活動の継続的な実施が境の整備等、労務管理の在り方
探し出すことを可能とするため、
仲介機関に関する情報を収集し、
在宅就業者に対して提供する事
業を行った。

・テレワークシンポジウム等によ
り、テレワークの普及促進を行っ
た。

・テレワーク相談センターにおける
相談等を行った。

・非雇用型の在宅ワーカーを対象
に、契約に係る最低限のルールと
して、r在宅ワークの適正な実施
のためのガイドライン」の周知啓
発を行った。

・在宅ワーカー希望者等を対象
に、在宅ワークに必要な基礎知識
やノウハウを提供するための各種
支援事業を実施した。

必要である。 について検討委員会を設置し、労
働基準行政上の取扱いを明確に
し、ガイドラインの作成を行い、説
明会等の開催により広く事業主等
に対し周知を図る予定。

文部科学省、厚生労働省 総合科学技全国治験活性化3 ケ年計画 現在取りまとめ中で、成果 現在取りまとめ中。 全国治験活性化3 ケ年計画
は、基礎研究の臨床への橋術会議、文 を平成1 4年度中に策定す はこれから。 を平成1 4 年度中に策定す
渡し研究の拡充や実験成果 部科学省、ベく、文部科学省、厚生労 る。その3力年計画に従い
の共有等の内容を含む全国

治験活性化3 ケ年計画を平
成1 4 年度中に策定し、産
学官連携を推進するための
基盤を整備する。

厚生労働省働省は、有識者ヒアリング
などを実施中。

施策を実施する。
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総合科学技術会議、関係府 総合科学技 平成 1 4 年度より、厚生労 左記の通り、ナノメティス 左記事業を継続して実施す

る。

当該研究事業は5 年間を予
省が協力して、－半導体微細 術会議、開 働科学研究事業において、 ン領域の研究事業を研究総 定しており、継続的に取り
加工技軋 燃料電池やマイ
クロ電池、超微細製造技
術、光技術等ナノテク、IT
などを応用した基盤的技術
の開発や普及を産学官で重
点的に推進する。

係府省 萌芽的先端医療技術分野ナ

ノメディシン領域を設定
し、研究事業を開始。

額 1 4 億円で実施。 組む。

・活用 ・我が国の国際競争 関係府省 国立試験研究機関で開発さ 引き続き厚生労働省の国立
力を強化し、経済を活性化 れる知的成果物の民間移転 試験研究機関等における知
していくために、知的財産 を円滑に進めるために技術 的財産に係る取組を推進す
戦略会議が取りまとめる知
的財産戦略大綱に基づき、
平成 1 7 年度までに。関係
府省は、迅速かつ的確な特
許審査や司法制度のあり
方、知的財産の創造 ・流
通 ・活用め促進、知的財産
権侵害品に対する国境措置

の強化等の課題について、
集中的 ・計画的に取 り組
む。

移転機関 （T L O ）を整備
するための予算を平成 1 5
年度概算要求に盛り込んだ
ところ。また、研究者のイ

ンセンティブ向上のため、
発明報奨金について適正な
対価を規定した報奨金規程

の策定等を今年度中に行う
予定。

る。

関係府省は、海外の高度人 厚生労働省 外国人の採用及び採用後の lT分野等の技術者等の専門 （り第156回国会会期末
材を活用する観点から、戦 雇用管理のノウハウに関す 的、技術的分野の外国人労 ②平成15年末
略的分野の技術者の入国、 る事業主向けマニュアル及 ．働者の受入れ ・定着促進を （診それ以降
就労、勉学、研修、居住等 び外国人労働者が我が国で 図る。 当該マニュアル及びパンフ
に係る環境を改善する。 働く際の基礎知識や好事例 レットを積極的に周知 ・広
（基本方針2002） を内容とするパンフレット

を作成する。
報していく予定。

技術革新が拓く2 1 世紀の 総務省 電子申請 ・届出システムを 約4 1 0 手続について、自 インターネット・電子署名 ①平成 1 5 年末までには、
新たな需要／総務省、関係 関係府省 構築し、平成 1 5 年 3 月に 宅や会社のパソコンからイ の普及等 約800手続を電子化する予定

府省は原則すべての国民と 約 4 1 0 の申請 ・届出等手 ンターネットを利用してオ （診平成 1 6 年 3 月までに、

の間の手続の電子化を平成 続について、オンラインに ンラインでも行えるように 約1，100手続を追加して約

1 5 年度中に実施する。 よる受付を開始。 なった。 1，900手続について、電子化
する予定
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国土交通省は、．国際港湾機 国土交通 輸出入 ・港湾関連手続のシ 未だなし 特になし 平成15年7月中にシングルウ
能を強化するため、廿を活

用した航行規制の効率化に
よるノンス トップ航行を平
成 1 5 年度以降順次実現化
するなど、規制 ・制度や運
用面での改革を推進し、関
係府省は連携して、平成 1

5 年度のできる限り早期に
輸出入 ・港湾関連手続きの

ワンス トップサービス （シ
ングルウィンドウ化）を実
現する。

省、関係府
省

ングルウィンドウ化につい
ては、平成15年7 月中の運
用開始を目標に関係府省と
連携、協力しつつ、鋭意シ

ステム開発の作業中。

インドウ化を実現する。

対内直接投資阻害要因を除 関係 ○外国人医師受入れの大き ○世界各国の医師が臨床修 ○外国人医師について当該 ○現行の外国との医師の相
去する。このため、関係府 府省等 な柱である臨床修練制度に 練医として、日本の臨床修 国の国民の診療に限定した 互受入れを拡大し、相手国
省は、国境を越えた合併 ・ ついて、臨床修練の許可条 練指導医の指導監督の下に 受入れの拡大 による日本人医師の受入れ
買収に関する制度整備、政 件となっている語学能力 医業を行うことができるよ がない場合でも、英語によ
府関係情報のワン ・ス トッ に、英語以外の言語を追加 うになる。 る国家試験に合格 した外国
プサービスの推進、地方の する等その適用を拡大す 人医師を、診療対象を当該
特色を活かした企業誘致施
策、規制業種への対内投資
促進、外国人医鮪の受入拡
充や二国間社会保障協定締
結の促進を推進する。

る。 （今年度中） 国民に限定する等の条件の
下に受け入れる措置を講ず
る。 （平成 1 5年度中）

（同上）二国間社会保障 厚生労働省 ・米国及び仏国との問で政府 ・左記のとおり交渉が進行して ・米国、仏園、韓国及びベル ・引き続き、外務省と協力し
協定締結の促進を推進す 間協定交渉中 いる。 ギーとの間での交渉の進捗を て、米国、仏国、韓国及びベル
る。 ・韓国との間でも、15年3月に

政府間協定交渉を開始

・ベルギーとの周では本格交
渉に向け作業中

図ることが必要。 ギーとの間で協定締結に向け
た取り組みを実施
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A ． 産 業 競 争 力

の 強 化

関 係

府 省 等 ‘
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 こ れ か らの 取 り組 み

口 ． 歳 出 改 革

②消費者の視点に立った安 農林水産省 ・平成13年10月に市場関係 ①第156回国会会期末
全 ・安心な食料の供給 者からなる 「卸売市場競争 ・生産者、消費者、流通関
・「卸売市場」の競争力強 力強化総合検討委員会」を 係者、学識経験者等をメン
化に向けて検討に着手す 設置し、14年5 月に、卸売 バーとするイ食品流通の効
る。 市場の競争力強化のための

施策をとりまとめた。
率化等に関する研究会」に
おいて、卸売市場のあり方
を含めた食品流通の高度
化 ・効率化など構造改革の
方針についてとりまとめ
る。

・野菜の生産流通合理化等 農林水産省 ・契約野菜安定供給制度の ①機械化一貫体系の導入や ①第156回国会会期末
のための法改正案を提出す 創設等野菜生産出荷安定法 低コスト耐候性ハウス、‘通 ～③それ以降
る。 （④） の改正 （平成14年6 月施 い容器の整備等による低コ ・国際競争にも耐え得る体

行）。　　　　 ● スト化を図るとともに、高 質の強い国内供給体制を確
・野菜生産出荷安定法の改 付加価値化及び契約取引の 立するため、低コスト化、
正内容の普及 ・浸透を図る 推進といった取組が進展。 高付加価値化、契約取引の
とともに、生産 ・流通の構 ②野菜生産出荷安定法の改 推進といった取組を加速化
造改革を促進する取組を支 正 （平成14年 6月施行）に するなど、野菜の構造改革
接。 より創設された契約野菜安

定供給制度の普及浸透等に
より、セーフティネットと
しての野菜価格安定に責
頭。

対策を一層推進。特に、安
全 ・安心な国産野菜の供給
体制を強化。
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ハ．規制改革
農林水産省

農業経営の株式会社化など
により、農業の構造改革を
早急に具体化する。

リ・チャレンジャー
（創造的な高付加価値農業

に積極的に挑戦する者）の
育成や販路開拓施設の整備
等を推進するためにアグ
リ・チャレンジャー支援事
業及び販路開拓緊急対策事
業を実施するとともに、第
154回国会に提出した農業法
人への出資業務を行う会社
の設立を促進するための法
律（「農業法人に対する投
資の円滑化のための特別措
置法」）が平成14年5月22
日に成立し、14年7月1日
から施行された。

また、「経営の法人化で
拓く構造改革に係る有識者
懇談会」において、農地制
度全般について検討を行
い、農業生産法人の事業要
件の緩和、構造改革特区の
活用等について論点整理を
行った。（14年11月未公
表）

・アグリ・チャレンジャー
支援事業及び販路開拓緊急
対策事業（14年度予算29億9
千万円）を27地区で実施す
るとともに、農業法人の自
己資本充実を図るため、農
業法人に対する出資制度を
創設した。

また、構造改革特別区域
法において、農業生産法人
以外の法人の農業参入を可
能とする農地法の特例措置
を講じ、農業経営の法人化
及び農地の利用集積を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

・アグリ・チャレンジャー
支援事業及び販路開拓緊急
対策事業の着実な推進、構
造改革特別区域法に基づく
農地法の特例措置の適正か
つ円滑な実施等による農業
経営の法人化の推進。
・平成22年度における「望
ましい農業構造」の実現に
向けた施策の更なる集中
化・重点化。

第156回国会会期末
～③それ以降

・農業法人に対する出資制
度の更なる普及の推進。
・15年4月以降の構造改革
特区制度の活用と施行状況
の注視。
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

・民間の資本参加を進め、 農林水産省 ・アグリ・チャレンジャー ・アグリ・チャレンジャー ・アグリ∴チャレンジャー ①第156回国会会期末
農業経営の株式会社化など （創造的な高付加価値農業 支援事業及び販路開拓緊急 支援事業及び販路開拓緊急 ， ～③それ以降
により、農業の構造改革を に積極的に挑戦する者）の 対策事業 （14年度予算29億9 対策事業の着実な推進、構 ・農業法人に対する出資制
早急に具体化する。 育成や販路開拓施設の整備 千万円）を27地区で実施す 造改革特別区域法に基づく 度の更なる普及の推進。

等を推進するためにアグ るとともに、農業法人の自 農地法の特例措置の適正か ・15年 4 月以降の構造改革
リ・チャレンジャー支援事 己資本充実を図るため、農 つ円滑な実施等による農業 特区制度の活用と施行状況
業及び販路開拓緊急対策事 業法人に対する出資制度を．経営の法人化の推進。 の注視。
業を実施するとともに、第 創設した。 ・平成22年度における 「望
154回国会に提出した農業法 また、構造改革特別区域 ましい農業構造」の実現に
人への出資業務を行う会社 法において、農業生産法人 向けた施策の更なる集中
の設立を促進するための法
律 （「農業法人に対する投
資の円滑化のための特別措
置法」）が平成14年 5 月22
日に成立し、14年 7 月 1 日
から施行された。

また、 「経営の法人化で
拓く構造改革に係る有識者

懇談会」において、農地制
度全般について検討を行

い、農業生産法人の事業要
件の緩和、構造改革特区の
活用等について論点整理を
行った。 （14年目月未公
表）

以外の法人の農業参入を可
能とする農地法の特例措置
を講じ、農業経営の法人化
及び農地の利用集積を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

化 ・重点化。

⑤世界の食料安全保障への 農林水産省 ・W T O 農業交渉におい ・急激な市場開放を目指す ①第156回国会会期末

貢献 て、食料安全保障等の非貿 米国 ・ケアンズ諸国に対抗 ・モダリティの確立 （平成

・我が国を含む世界の食料 易的関心事項に配慮し、多 し、多面的機能に配慮した 15年 3 月末）

安全保障の確保等に向け、 様な農業が共存できるよう 現実的な交渉結果となるよ ②平成15年末

W T O 農業交渉への取 り組 な公平・公正な貿易ルールを う、E U 等のフレンズ諸国 ・譲許表の提出 （第5回閣僚

みを進める。 確立すべきとの我が国の基 と一層連携するとともに、 会議 ：メキシコ （カンク
本的考え方が交渉結果に反 我が国の主張が途上国に ン））
映されるよう交渉に取り組 とって有利であることを働 ③それ以降

んだ。 きかける。 ・交渉終結 （平成17年1月1

日）
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・水産基本法の制定等を踏 農林水産省 ・漁業再建整備法 （15年1 （訪第156回国会会期末

まえ、所要の法改正案を提 月施行）、水産協同組合法 ～③それ以降

出する。（⑨） （15年1 月施行1、漁業災害

補償法 （15年4 月施行）、
遊漁船業法（15年施行）を改
正し、水産四法が成立。

水産4 法の改正、水産基
本計画（14年3 月策定）によ
り示された方向に沿い、

・安全安心な水産物供給体
制の構築

・水産業の構造改革
・魅力ある漁村づくりの推
進
等の施策を着実に推進。

・新たな 「水産基本計画」 農林水産省 ・水産政策審議会企画部会 事業の重点化の一層の推進 ①第156回国会会期末

を策定する。（13年度⑨） において、水産基本計画の

策定につき計5 回審議。

・平成14年3 月に 「水産基
本計画」を閣議決定。

に努める。 ～③それ以降
基本計画に示された方向

に沿い、

・安全安心な水産物供給体
制の構築

・水産業の構造改革
・魅力ある漁村づくりの推
進
等の施策を着実に推進。
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